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十
二
号

目
次

序

国

分

良

成

民
事
訴
訟
法
第
三
一
九
条
に
つ
い
て

│
最
高
裁
判
所
と
口
頭
弁
論
│

坂

原

正

夫

弁
済
者
一
部
代
位
論
・
再
論

│

H17
／
1
／
27
・
最
高
裁
判
決
を
機

縁
と
し
て
│

斎

藤

和

夫

新
設
型
組
織
再
編
に
お
け
る
承
認
手
続

宮

島

司

委
任
状
勧
誘
規
制
の
法
的
意
義

山

本

爲

三

郎

取
締
役
会
設
置
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に

関
す
る
株
主
総
会
の
法
規
制

│
招
集
手
続
を
中
心
と
し
て
│

鈴

木

千

佳

子

労
働
契
約
に
お
け
る
使
用
者
の
職
場
環
境

配
慮
義
務
の
法
理

│
職
場
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
職

場
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
等
を
中
心
と
し
て
│

内

藤

恵

有
体
物
規
定
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
Ⅰ

│
ヨ
ー
ホ
ウ
物
権
法
部
分
草
案
一
条
を

め
ぐ
っ
て
│

水

津

太

郎

瑕
疵
あ
る
新
株
予
約
権
行
使
と
株
式
発
行

等
の
効
力

杉

田

貴

洋

株
主
名
簿
閲
覧
謄
写
請
求
権
の
一
考
察

菅

原

貴

与

志

「
会
社
は
誰
の
も
の
か
」
考

大

賀

祥

充

新
会
社
法
に
お
け
る
株
券
と
株
式
譲
渡
を

め
ぐ
る
諸
問
題

来

住

野

究

取
締
役
の
善
管
注
意
義
務
と
内
部
統
制
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
問
題

池

島

真

策

商
業
使
用
人
規
定
の
行
方

│
ド
イ
ツ
商
法
と
の
比
較
│

藤

田

祥

子

失
念
株
と
株
主
の
権
利

鈴

木

達

次

保
険
法
に
お
け
る
他
保
険
契
約
の
告
知
・

通
知
に
関
す
る
一
考
察

堀

井

智

明

商
法
典
の
編
纂
と
白
地
手
形
規
定

│
明
治
二
三
年
商
法
に
よ
る
白
地
手
形

規
定
の
削
除
│

渋

谷

光

義

出
版
権
設
定
契
約
の
法
的
性
質
と
信
託
法
理

諏

訪

野

大

我
が
国
の
私
法
に
お
け
る
「

博
」
概
念

の
生
成
と
発
展
に
つ
い
て

西

原

慎

治

取
締
役
の
選
任
行
為
と
そ
の
地
位

重

田

麻

紀

子

日
米
に
お
け
る
内
部
統
制
に
関
す
る
取
締

役
の
注
意
義
務

│
ケ
ア
マ
ー
ク
事
件
を
中
心
に
│

長

畑

周

史

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
飼
主
の
死
後
ペ
ッ
ト

動
物
を
飼
育
す
る
た
め
の
信
託

今

泉

邦

子

ロ
ェ
ス
レ
ル
商
法
草
案
「
緒
言
」

高

田

晴

仁

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

加
藤
修
教
授
略
歴
・
主
要
業
績




